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お客様各位 

 

サービス貸渡規約一部改定のお知らせ 

平素は TOYOTA SHARE をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

TOYOTA SHARE では、2026 年 4 月 1 日より本貸渡規約を一部改定いたします。 

主な改定箇所は以下の通りです。詳細につきましては、リンク先の規約をご確認ください。 

＜主な改定箇所＞ 

  内容 
対象 
条項 

1 【追加】 

個人情報の利用目的の一部 

カーシェアリングサービスの利用（カーシェアリング車両

及び付属するコネクティッドサービスの利用を含む）に 

伴い取得する会員の個人情報 

３条 

2 【追加】 

駐車違反時の個別契約終了 

および貸渡料金に関する文言 

登録運転者が借受時間中に道路交通法の駐車違反をし、 

当社・提携事業者が車両を移動・回収した場合、個別契約を 

終了し、会員は利用開始から移動または回収した時間までを 

利用時間とした貸渡料金を提携事業者に支払う 

20 条 

3 【追加】 

ドライブレコーダーデータ 

に関する文言 

運転者はドライブレコーダーの記録情報を当社及び 

提携事業者が規約に定める目的で利用することに同意し 

同乗者にも通知すること 

30 条 

・その他、運用の変更を伴わない表記の調整を実施 

 

 

以 上 


